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（ 開会時刻  １０時００分 ） 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

朝のあいさつをします。おはようございます。 

これから今日の会議を開きます。 

ただいまの出席議員は 10名です。定足数に達していますので、会議は成立しました。 

今日の議事日程は、あらかじめお手元に配付しているとおりです。 

これから今日の議事日程に入ります。 

日程第１、請願第２号、介護職員の待遇改善については、輝くふるさと常任委員会へ

付託しておりましたが、輝くふるさと常任委員長、高宮一明君から、葛巻町議会会議規

則第 75条の規定によって、お手元に配付しております閉会中の継続審査の申出書が提

出されております。 

お諮りします。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに、ご異

議ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

したがって、請願第２号については、本申出書のとおり閉会中の継続審査とすること

に決定しました。 

次に日程第２、議案第１号、葛巻町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条

例制定の専決処分に関し承認を求めることについてから、日程第７、議案第６号、財産

の取得に関し議決を求めることについてまでの６件について、輝くふるさと常任委員会

に審査を付託しておりましたので、輝くふるさと常任委員長の審査報告を求めます。輝

くふるさと常任委員長、高宮一明君。 

     

輝くふるさと常任委員長（ 高宮一明君 ） 

輝くふるさと常任委員会の審査結果について報告をします。 

本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、葛巻町議会会

議規則第 77条の規定により報告します。 

配付しております、輝くふるさと常任委員会の審査結果報告書をご覧いただきたいと

思います。 

議案第１号、葛巻町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定の専決処

分に関し承認を求めることについて、審査の結果、賛成全員をもって原案承認。 

議案第２号、葛巻町町税条例の一部を改正する条例制定の専決処分に関し承認を求め

ることについて、審査の結果、賛成全員をもって原案承認。 

議案第３号、平成 20年度葛巻町一般会計補正予算（ 第１号 ）、審査の結果、賛成

全員をもって原案可決。 

議案第４号、町道路線の認定に関し議決を求めることについて、審査の結果、賛成全

員をもって原案可決。 

議案第５号、町道路線の廃止に関し議決を求めることについて、審査の結果、賛成全
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員をもって原案可決。 

議案第６号、財産の取得に関し議決を求めることについて、審査の結果、賛成全員を

もって原案可決。 

輝くふるさと常任委員会では、以上のとおり決定したので報告します。 

平成 20年６月 23日、議長、中崎和久殿。輝くふるさと常任委員会委員長、高宮一明。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

輝くふるさと常任委員長の審査報告が終わりました。 

お諮りします。議案第１号から議案第６号までの６件は、輝くふるさと常任委員会で

質疑を終わっていますので、質疑を省略し討論、採決に入りたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

これより日程第２、議案第１号、葛巻町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正す

る条例制定の専決処分に関し承認を求めることについてを議題とします。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

これで討論を終わります。 

これから議案第１号を採決します。委員長の報告は賛成全員をもって承認です。委員

長報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第１号は委員長報告のとおり承認されました。 

次に日程第３、議案第２号、葛巻町町税条例の一部を改正する条例制定の専決処分に

関し承認を求めることについてを議題とします。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

これで討論を終わります。 

これから議案第２号を採決します。 

委員長の報告は賛成全員をもって承認です。委員長報告のとおり決定することに賛成

の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第２号は委員長報告のとおり承認されました。 

次に日程第４、議案第３号、平成 20年度葛巻町一般会計補正予算（ 第１号 ）を議

題とします。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

これで討論を終わります。 
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これから議案第３号を採決します。 

委員長の報告は賛成全員をもって可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成

の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第３号は委員長報告のとおり可決されました。 

次に日程第５、議案第４号、町道路線の認定に関し議決を求めることについてを議題

とします。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

これで討論を終わります。 

これから議案第４号を採決します。 

委員長の報告は賛成全員をもって可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成

の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第４号は委員長報告のとおり可決されました。 

次に日程第６、議案第５号、町道路線の廃止に関し議決を求めることについてを議題

とします。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

これで討論を終わります。 

これから議案第５号を採決します。 

委員長の報告は賛成全員をもって可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成

の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第５号は委員長報告のとおり可決されました。 

次に日程第７、議案第６号、財産の取得に関し議決を求めることについてを議題とし

ます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

これで討論を終わります。 

これから議案第６号を採決します。 

委員長の報告は賛成全員をもって可決です。委員長報告のとおり決定することに賛成

の方は、起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、議案第６号は委員長報告のとおり可決されました。 
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次に日程第８、発委案第１号、道路財源の確保に関する意見書の提出についてを議題

とします。 

お諮りします。本発委案は輝くふるさと常任委員会から提出された案件でありますの

で、質疑、討論を省略し、採決したいと思います。これにご異議ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

これより発委案第１号を採決します。この採決は起立によって行います。 発委案第

１号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

起立全員です。 

したがって、発委案第１号は原案のとおり可決されました。 

ここで当局の方々は退席されて結構です。 

暫時休憩します。 

 

（ 休憩時刻 １０時０８分 ） 

（ 再開時刻 １０時０９分 ） 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

休憩前に引き続き、会議を再開します。 

日程第９、岩手県後期高齢者医療広域連合議員選挙を行います。 

この選挙は、岩手県後期高齢者医療広域連合議員選挙選挙長から依頼のあったもので

ありますが、広域連合規約第８条第３項の規定により、関係市町村の議会の選挙におけ

る得票総数により当選人を決定することとなっておりますので、会議規則第 33条の規

定に基づく選挙結果の報告のうち、当選人への報告および告知は行いません。 

お諮りします。選挙結果の報告については、会議規則第 33条の規定に関わらず、有

効投票のうち候補者の得票数までを報告することとしたいと思います。これにご異議あ

りませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。よって、選挙結果の報告については、有効投票数のうち候補者

の得票数までを報告することに決定しました。 

選挙は投票により行います。 

投票の準備をしてください。 

議場の出入口を閉鎖します。 

（ 事務局員が出入口を施錠 ） 

ただいまの出席議員は 10名です。 

葛巻町議会会議規則第 32条第２項の規定により、立会人に柴田勇雄君、鈴木満君の

２名を指名したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 
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異議なしと認めます。 

よって、立会人に柴田勇雄君、鈴木満君を指名します。 

投票用紙を配ります。 

（ 事務局員が投票用紙を配付 ） 

投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

配付漏れなしと認めます。 

投票箱の点検を命じます。 

（ 事務局員が投票箱を議員に提示し確認 ） 

異常なしと認めます。 

投票は単記無記名です。 

お手元に配付いたしました岩手県後期高齢者医療広域連合議員選挙候補者名簿を基

に、投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、議席番号順に順次投票願います。１番、柴

田勇雄議員から投票願います。 

（ 演壇に設置されている投票箱に投票 ） 

投票漏れはありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

投票漏れなしと認めます。投票を終わります。 

開票を行います。柴田勇雄君、鈴木満君、開票の立ち会いをお願いします。 

（ 柴田勇雄議員、鈴木満議員開票に立ち会い ） 

（ 開箱、投票用紙点検、集計作業 ） 

選挙の結果を報告します。 

投票総数 10票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。そのうち有効

投票 10票、無効投票０票。有効投票のうち、千田力議員 10票。以上のとおりでありま

す。 

議場の出入口を開きます。 

（ 事務局員が出入口の施錠を解く ） 

この選挙結果については、岩手県後期高齢者医療広域連合議員選挙長に報告すること

といたします。 

以上で、岩手県後期高齢者医療広域連合議員選挙を終わります。 

次に日程第 10、議会運営委員会閉会中継続審査申出書の件についてを議題とします。 

議会運営委員長から、葛巻町議会会議規則第 75条の規定によって、お手元に配付し

ております、閉会中継続審査の申出書が提出されております。 

お諮りします。議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすること

にご異議ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

したがって、議会運営委員会閉会中の継続審査の件は、本申出書のとおり、なお継続

審査とすることに決定しました。 
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次に日程第 11、輝くふるさと常任委員会閉会中継続調査申出書の件についてを議題

とします。 

輝くふるさと常任委員長から、葛巻町議会会議規則第 75条の規定によって、お手元

に配付しております、閉会中継続調査の申出書が提出されております。 

お諮りします。輝くふるさと常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査と

することにご異議ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

したがって、輝くふるさと常任委員会閉会中の継続調査の件については、本申出書の

とおり、なお継続調査とすることに決定しました。 

次に日程第 12、広報発行常任委員会閉会中継続調査申出書の件についてを議題とし

ます。 

広報発行常任委員長から、葛巻町議会会議規則第 75条の規定によって、お手元に配

付しております、閉会中継続調査の申出書が提出されております。 

お諮りします。広報発行常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とする

ことにご異議ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

 異議なしと認めます。 

したがって、広報発行常任委員会閉会中の継続調査の件については、本申出書のとお

り、なお継続調査とすることに決定しました。 

次に日程第 13、議員派遣の件についてを議題とします。 

お諮りします。お手元に配付しております議員派遣の件をご覧願います。 

葛巻町議会会議規則第 120条第１項の規定により、議員派遣の件に記載されていると

おり、議員を派遣したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

したがって、議員派遣の件については記載のとおり派遣することに決定しました。 

以上で今日の議事日程はすべて終了し、本定例会の会議に付された事件は全部終了し

ました。 

これで今日の会議を閉じます。 

平成 20年第５回葛巻町議会定例会を閉会します。ご苦労様でした。 

 

（ 閉会時刻 １０時１８分 ） 


